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古川第五小学校

石　川　愛　実

南郷小学校

佐　藤　音　和

不動堂小学校

矢　野　ひなの

南郷小学校

柘　植　　　舞

南郷小学校

千　葉　真那果

古川第五小学校

髙　橋　あおい

古川第四小学校

平　　　ひと葉

古川第五小学校

三　瓶　莉　奈

古川第五小学校

及　川　颯　太

古川第四小学校

三　宅　穂　風

不動堂小学校

鈴　木　紗　和

古川第五小学校

片　倉　結　愛

古川第五小学校

佐々木　美　侑

中埣小学校

相　澤　梨　乃

色麻小学校

曽　根　悠　叶

古川第五小学校

松　岡　春　音
古川第五小学校

明　石　慶　太

古川第五小学校

山　内　蓮　慈

古川第五小学校

菊　池　更　紗

古川第五小学校

渡　邉　来　実

応募作品応募作品第13回税に関する絵はがきコンクール　第13回税に関する絵はがきコンクール　
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活動
アラ

カ
ルト活動

アラ
カ
ルト

第
　　
回 

定
時
社
員
総
会
を

開
催

　第10回定時社員総会が６月17日大崎市古川のグ

ランド平成において、佐々木優古川税務署長のご臨

席を得て開催された。

　総会には、法令上の議決権を有する正会員が出席

し、報告事項の令和２年度事業報告・令和３年度事

業計画並びに収支予算報告のほか、議案として、令

和２年度収支決算、任期満了に伴う理事・監事選任

の件が上程され、原案通り決議承認された。また、

社員総会後の理事会において、任期満了に伴う役員

選任では、江村克志氏（田尻）が第七代会長に選出

され就任した。

講演会の光景

総会の光景

市川前会長 江村新会長

講師　大場　満郎 氏

　
定
時
社
員
総
会
に
先

立
っ
て
開
催
さ
れ
た
記
念

講
演
に
は
、
冒
険
家
　
大

場
満
郎
氏
が
、『
迷
わ
ず

進
め
　
正
直
の
道
』
と
題

し
、
自
分
を
信
じ
て
い
く

と
心
が
楽
し
く
な
り
、
歩

い
て
自
分
と
対
話
し
な
が

ら
過
酷
な
冒
険
も
乗
り
越

え
た
と
、
経
験
談
を
語
っ

た
。
参
加
者
は
熱
心
に
聞

き
入
っ
て
い
た
。

10



3

任期満了により
理事会で、正副会長・委員長・支部長を互選

活動
アラ

カ
ルト活動

アラ
カ
ルト

任期満了により
理事会で、正副会長・委員長・支部長を互選

副会長（新）

菊　地　敏　之
㈱菊才商店

社会貢献委員長

髙　橋　和　宏
㈱仙北製材所

女性部会長

千　葉　五十鈴
㈱千葉自動車

副会長

中　鉢　和三郎
㈲鳳商事

ＩＴ委員長

鈴　木　隆　夫
㈲富久屋

青年部会長（新）

福　原　秀　輔
㈱福原農機商会

遠田支部長

及　 川  　　毅
㈱丸文建設

加美支部長

髙　橋　伸　幸
㈲カーサポート高橋

古川支部長（新）

西　巻　英　明
㈲ニシマキパピルス

会　長（新）

江　村　克　志
㈱江村工務店

組織委員長（新）

本　郷　輝　朗
㈱環境開発公社エムシーエム

研修委員長・大崎支部長

佐　藤　祥　温
白蘭わた㈱

税制委員長・玉造支部長（新）

佐々木　壽　彦
㈱壽

広報委員長（新）

堀　　　健太郎
㈱ホリマン

筆頭副会長（新）

早　坂　竜　太
㈱古川土地

厚生委員長（新）

髙　橋　克　幸
㈱仙北建設

副会長

松　倉　善　昭
㈱松倉

総務委員長

佐　藤　充　秀
㈲三本木衛生興業

副会長（新）

高　橋　聖　也
㈲勘七湯

　第36回理事会（６月17日）で任期満了に伴い正副会長を、第35回理事会（４月23日）で
任期満了に伴い委員長・支部長を承認決議いたしました。
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【間違い探し『一条大蔵譚』の答え】　①扇の柄（左上）②お公家の殿上眉（中上）③まげの元結（左中）④目線（左下）
⑤着物の柄（中下）⑥女性の隈（右下）⑦女性の下げ髪（右下）

日　時：令和３年６月12日（土）

場　所：三本木パークゴルフ場

内　容：４コース36ホールのトータルスコア

主　催：玉造支部

参加数：15名

活動
アラ

カ
ルト

玉造支部会員交流パークゴルフ大会

青年部会通常総会書面決議 女性部会通常総会書面決議

　部会役員会において、コロナウイルス拡

大防止の観点から、今年の通常総会を中止

しました。

　総会は書面決議とし、５月21日（金）締

切にて決議を行いました。

　議案は３つ、決議書の提出が過半数を超

えたため、すべての議案が、承認されたこ

とを報告いたします。

　部会役員会において、コロナウイルス拡

大防止の観点から、今年の通常総会を中止

し、４月28日（水）締切で書面決議を行い

ました。

　議案は３つ、決議書の提出が過半数を超

えたため、すべての議案が、承認されたこ

とを報告いたします。

優
勝
し
た
小
川
さ
ん
（
左
）

1位　小川　茂男
2位　高橋　聖也
3位　伊藤　憲一

（敬称略）

入 賞 者
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活動
アラ

カ
ルト

中新田小学校で租税教室

岩出山小学校で租税教室

古川第四小学校で租税教室

古川支部講演会

日　時：令和３年６月１日（火）

会　場：大崎市立古川第四小学校

内　容：『租税教室の開催』

対　象：６年生児童139名

担　当：青年部会

日　時：令和３年６月10日（木）

場　所：アインパルラ浦島

内　容：『気候変動を踏まえた

治水対策について』

講　師：大崎市副市長　尾 松  　智 氏

担　当：古川支部

参加数：35名

日　時：令和３年６月３日（木）

場　所：加美町立中新田小学校

内　容：『租税教室の開催』

対　象：６年生児童65名

担　当：青年部会

日　時：令和３年５月12日（水）

会　場：大崎市立岩出山小学校

内　容：『租税教室の開催』

対　象：６年生児童66名

担　当：税制委員会
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インボイス制度については左記をご覧ください。インボイス制度については左記をご覧ください。➡➡

消費税　インボイス制度事業者の方へ

令和３年１０月１日令和３年１０月１日からから

登録申請書
受付開始
登録申請書
受付開始
登録申請書
受付開始

制度導入までのスケジュール

登録申請は、e-Taxをご利用 
いただくと手続がスムーズです。

令和５年10月１日から
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書
（インボイス）を交付することができます。

個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。

登録申請書の
受付開始

インボイス制度
の導入

令和５年10月1日令和3年10月1日 令和5年３月31日

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

31＋T「は方の者業事の外以れそ、」号番人法＋T「は方の者業事るす有を号番人法、はていつに号番録登　 ※ 桁の数字（新
たな固有の番号）」が登録番号となります。

登録
申請

登録申請書は、
令和3年10月１日 令和５年３月31日令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

！！！
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「インボイス制度」ってナニ？

インボイスってナニ？
請　求　書

事な要必が載記にスイボンイ（項事の定一、ちうの等書細明入仕たし成作がら自、は手買　 ）※（　
項）が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受け
ることもできます。 

請　求

【記載事項】
① 請求書発行事業者の
　 氏名又は名称
② 取引年月日
③ 税象対減軽（容内の引取 
率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して
　 合計した対価の額
⑤ 事るけ受を付交の類書 
業者の氏名又は名称

【記載事項】
区分記載請求書に以下の
事項が追加されたもの

① 登録番号
　 《課税事業者のみ登録可》
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した
　 消費税額等

2020.10

きとたれらめ求らか）者業事税課（手相引取るあで手買、は者業事録登るあで手売　 
は、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保
存しておく必要があります）。

 　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
」率税用適「、」号番録登「に」書求請載記分区「の行現、はに的体具　 　

及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較
＜区分記載請求書（現行）＞ ～令和５年９月 ＜インボイス＞ 令和５年10月～

e-Taxに関する詳しい情報は、e-Taxホームページ（https://www.
e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。利用開始の手続、推奨環境及びよく
ある質問（Q&A）などをお知らせしています。

● インボイス制度に関する一般的なご相談は、   
専用ダイヤルで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120－205－553（無料）
【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）

詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp）の「インボイス
制度特設サイト」をご覧ください。

e-Taxに関する情報 

インボイス制度に関するお問合せ先

電子データ（電子インボイス）でもOK!

相引取、てしと則原、にめたるけ受を用適の除控額税入仕は手買　 
手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存
等が必要となります。

請求書
○○㈱御中

㈱△△

●年■月分　
 

　■月▲日　割りばし　　  550円
　■月▲日　牛 　肉  ※ 5,400円

：
　　　　    合  計 　  43,600円

（10％対象　22,000円）
（８％対象　21,600円）

※は軽減税率対象

請求書
○○㈱御中

㈱△△（Ｔ1234…）

●年■月分　
        

　■月▲日　割りばし　　  550円
　■月▲日　牛 　肉  ※ 5,400円

：
　　　　    合  計 　  43,600円

10％対象 22,000円 内税　2,000円
８％対象 21,600円 内税　1,600円

※は軽減税率対象

特設サイトへ

お問い合せは、古川税務署法人課税第一部門　TEL0229−22−1711（内線331）



江村　克志




